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議案第１０８号 

 

   裁判外の和解について 

 

                            （消防局指令課）  

 

１ 提案の要旨 

平成２９年２月２日付けで、消防救急無線の機器製造業者である株式会社富士

通ゼネラル（以下「富士通ゼネラル」という。）ほか４社に対し、これらの機器

製造業者が談合を行ったものとして公正取引委員会から課徴金納付命令及び排除

措置命令が出された。 

富士通ゼネラルは、これらの命令を不服とし、取消訴訟を提起していたが、令

和６年３月２１日付けで最高裁判所において上告が棄却され、富士通ゼネラルの

敗訴が確定した。 

その後、東広島市と富士通ゼネラルとの間で東広島市に生じた損害の賠償につ

いて他自治体との和解の実情等を踏まえて協議を行い、一定の合意の内容が整っ

た。 

東広島市が扶桑電通株式会社中国支店（以下「扶桑電通」という。）と締結し

た次の表の契約に係る機器は、富士通ゼネラルが製造し、富士通ゼネラルの販売

代理店である扶桑電通が納入したものである。 

当該談合により東広島市に生じた損害の賠償の請求について、実情に即した迅

速な解決を図るため、富士通ゼネラルと和解条項のとおり裁判外の和解に応じよ

うとするものである。 

契約の名称 消防救急無線デジタル化整備

事業消防救急無線デジタル化

工事（活動波） 

平成２４年度消防救急無線デ

ジタル化整備事業消防救急無

線デジタル化工事（共通波） 

契約年月日 平成２５年２月２７日 平成２５年６月２８日 

契約金額 ６億４,２６０万円 ４億６,５６６万１,３５０円 

２ 和解条項 

(1) 富士通ゼネラルは、東広島市に対し、本件の損害賠償として５,１５３万４,

１５２円の支払義務があることを認める。 
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(2) 富士通ゼネラルは、東広島市に対し、前記(1)金員の全額を令和７年１月３

１日までに、東広島市指定の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込

手数料は、富士通ゼネラルの負担とする。 

(3) 東広島市及び富士通ゼネラルは、本件に関し、東広島市と富士通ゼネラルと

の間には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互

に確認する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (12) 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴え

  の提起（－略－）、和解（－略－）、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 
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議案第１０９号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

（地域振興部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  東広島市風早地域センターの管理を行う指定管理者の指定をしようとするもの

である。 

２ 指定の内容 

 (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受

けるもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

東広島市風早地域セン 

ター 

風早自治協議会 

会長 中平 好昭 

東広島市安芸津町風早１

２１４番地１ 

 (2) 指定期間 

   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第１１０号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

                          （建設部建設管理課）  

 

１ 提案の理由 

西条駅前第１自転車駐車場の管理を行う指定管理者の指定をしようとするもの

である。 

２ 指定の内容 

 (1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者として指定を受

けるもの 

指定管理者に管理を行 

わせる公の施設の名称 

指定管理者として指定を受けるもの 

名称及び代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

西条駅前第１自転車駐

車場 

アマノマネジメントサー

ビス株式会社 

代表取締役 小針 宏之 

神奈川県横浜市港北区

菊名七丁目３番２２号 

 (2) 指定期間 

   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第１１１号 

 

   公の施設の指定管理者の指定の変更について 

 

                   （教育委員会生涯学習部生涯学習課）  

 

 変更の要旨 

令和３年１２月１６日議決第１７５号により議決を経た東広島市市民文化センタ

ーの管理を行う指定管理者の指定について、指定期間を次のとおり変更しようとす

るものである。 

現行の指定期間 変更後の指定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

令和４年４月１日から令和７年３月

３１日まで 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第１１２号 

 

   請負契約の締結について 

 

           （地域振興部地域づくり推進課・こども未来部保育課）  

 

１ 提案の理由 

令和６年度地域活動拠点整備事業ほか高屋西地域センター・高屋中央保育所複

合施設新築工事（建築）の請負契約を締結しようとするものである。 

２ 契約の内容 

 (1) 工事の場所 

   東広島市高屋町杵原 

(2) 工事の内容 

建築一式工事 

   鉄骨造 

   ２階建て 

   延べ面積 ２,９６７.１４平方メートル 

(3) 契約金額 

１１億９,３５０万円 

(4) 契約の相手方 

 大之木・ケーシーエル特定建設工事共同企業体 

 代表構成員 東広島市西条中央五丁目４番２０号 

       大之木建設株式会社 東広島支店 

       取締役東広島支店長 大之木   寛 

 構 成 員 東広島市西条中央六丁目３１番３８号 

       株式会社ケーシーエル 

       代表取締役 﨑 島 寿 則 

(5) 工期 

東広島市議会の議決のあった日の翌日から令和８年３月３１日まで 
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 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１１３号 

 

   請負契約の締結について 

 

           （地域振興部地域づくり推進課・こども未来部保育課）  

 

１ 提案の理由 

令和６年度地域活動拠点整備事業ほか高屋西地域センター・高屋中央保育所複

合施設新築工事（電気）の請負契約を締結しようとするものである。 

２ 契約の内容 

 (1) 工事の場所 

   東広島市高屋町杵原 

(2) 工事の内容 

高屋西地域センター・高屋中央保育所複合施設新築工事に係る電気設備工事

（電灯設備工事、動力設備工事、受変電設備工事等） 

(3) 契約金額 

２億８,１６０万円 

(4) 契約の相手方 

 東広島市西条昭和町５番１０号 

 西条電気株式会社 

 代表取締役 正 原 孝 司 

(5) 工期 

東広島市議会の議決のあった日の翌日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１１４号 

 

   請負契約の締結について 

 

           （地域振興部地域づくり推進課・こども未来部保育課）  

 

１ 提案の理由 

令和６年度地域活動拠点整備事業ほか高屋西地域センター・高屋中央保育所複

合施設新築工事（機械）の請負契約を締結しようとするものである。 

２ 契約の内容 

 (1) 工事の場所 

   東広島市高屋町杵原 

(2) 工事の内容 

高屋西地域センター・高屋中央保育所複合施設新築工事に係る機械設備工

事（空気調和設備工事、換気設備工事、衛生器具設備工事等） 

(3) 契約金額 

２億５,６３０万円 

(4) 契約の相手方 

 東広島市西条土与丸四丁目４１４番３ 

 ダン環境設備株式会社 東広島営業所 

 所長 政 本 邦 義 

(5) 工期 

東広島市議会の議決のあった日の翌日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１１５号 

 

   請負契約の変更について 

 

                   （建設部災害河港課）  

 

１ 変更の理由 

  令和５年１２月２１日議決第１９４号により議決を経た令和５年度土木施設災

害復旧事業安芸津地区災害復旧工事（５－５）の請負契約について、工事の内容

の一部を変更する必要が生じたため、請負契約金額を変更しようとするものであ

る。 

２ 変更の内容 

原契約金額 変更契約金額 増加額 

２億３,５１１万８,４００円 ２億４,０３４万４,５００円 ５２２万６,１００円 

３ 変更後の請負契約の内容 

 (1) 工事の場所 

   東広島市安芸津町大田 

(2) 契約の相手方 

   東広島市高屋町稲木３３５番地の１ 

   ラーフテクト株式会社 

   代表取締役 松 井 明 彦 

(3) 工期 

令和５年１２月２２日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１１６号 

 

請負契約の変更について 

 

（都市部都市整備課） 

 

１ 変更の理由 

令和６年５月３１日に締結した令和６年度公園整備事業東広島運動公園第２多

目的グラウンド整備工事の請負契約について、工事の内容の一部を変更する必要

が生じたため、請負契約金額を変更しようとするものである。 

２ 変更後の請負契約の内容 

(1) 工事の場所 

東広島市西条町田口 

(2) 工事の内容 

   舗装工事 

  ア 土工 

    不陸整正 １万３,７９０平方メートル 

  イ 擁壁工 

   (ｱ) ブロック積み擁壁 ８８平方メートル 

   (ｲ) プレキャストＬ型擁壁 ２３メートル 

  ウ グラウンド舗装工 

   (ｱ) 下層工 １万４,５２０平方メートル 

   (ｲ) 表層工 １万４,５２０平方メートル 

  エ 管理施設工 

   (ｱ) 防球ネット ２１１メートル 

   (ｲ) 転落防止柵 １１１メートル 

(3) 契約金額 

原契約金額 変更契約金額 増加額 

１億４,９１０万６,１００円 １億５,７７９万２,８００円 ８６８万６,７００円 

(4) 契約の相手方 
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東広島市八本松町吉川３３４３番地２ 

双合建設工業株式会社 

代表取締役 川  泰 宏 

 (5) 工期 

令和６年６月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１１７号 

 

   委託契約の変更について 

 

                          （建設部道路建設課）  

 

１ 変更の理由 

  令和３年９月１６日議決第１２５号により議決を経た山陽本線西条構内御建跨

線道路橋補修工事委託に関する基本協定について、工事の内容の一部を変更する

必要が生じたため、委託契約金額を変更しようとするものである。 

２ 変更の内容 

原契約金額 変更契約金額 減少額 

４億８,８７２万６,０００円 ４億４,７９６万円 ４,０７６万６,０００円 

３ 変更後の委託契約の内容 

 (1) 工事の場所 

東広島市西条本町 

 (2) 契約の相手方 

西日本旅客鉄道株式会社 

 (3) 工期 

令和３年９月１７日から令和７年１月３１日まで 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１１８号 

 

   東広島市手数料条例の一部改正について 

 

                            （財務部財政課）  

 

１ 改正の理由 

 多機能端末機による証明書の交付を推進し、当該証明書の交付に係る本市の窓

口の混雑の解消を図るため、３年間の時限措置として、多機能端末機により当該

証明書の交付を請求し、又は申請し、その交付を受ける場合における手数料の額

を減額する措置を講ずるとともに、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者

等に対する補償金等の支給等に関する法律の規定による補償金等の支給を受けよ

うとする者等の戸籍に関する無料証明の対象者への追加その他所要の規定の整備

を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

 (1) 多機能端末機により次の証明書の交付を請求し、又は申請し、その交付を受

ける場合における当該証明書の交付に係る手数料の額は、令和７年４月１日か

ら令和１０年３月３１日までの間に限り、次のとおりとする。（附則第５項関

係） 

手数料の名称 証明書の名称 単 位 現行 改正 

戸籍謄本・抄本交付手

数料 

戸籍の全部事項証明

書又は戸籍の個人事

項証明書 

１通につき 450円 350円 

住民票の写し又は除票

の写しの交付手数料 

住民票の写し １件につき 300円 200円 

住民票記載事項証明書

又は除票記載事項証明

書の交付手数料 

住民票記載事項証明

書 

１件につき 300円 200円 

租税公課証明書交付手

数料 

市県民税課税台帳記

載事項証明書又は納

税証明書 

１件につき 300円 200円 

印鑑登録証明書交付手

数料 

印鑑登録証明書 １件につき 300円 200円 

 (2) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に
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関する法律第３７条に規定する者を戸籍に関する無料証明の対象者に追加す

る。（別表第７関係） 

３ 施行期日 

 (1) 多機能端末機による証明書の交付に係る手数料を減額する時限措置に関する

規定 令和７年４月１日 

 (2) 戸籍に関する無料証明に関する規定 令和７年１月１７日 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

 

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関す

る法律 

第３７条 市町村の長（－略－）は、内閣総理大臣、都道府県知事又は補償金等の

支給を受けようとする者若しくはその同一生計遺族若しくは相続人に対して、当

該市町村の条例で定めるところにより、旧優生保護法に基づく優生手術等を受け

た者、特定配偶者若しくは旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者又は

これらの者の遺族若しくは相続人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができ

る。 
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議案第１１９号 

 

   東広島市特定地域浄化槽設置及び管理条例の一部改正について 

 

                    （生活環境部環境先進都市推進課）  

 

１ 改正の要旨 

  特定地域浄化槽の維持管理に要する費用の額の見直しに合わせて、特定地域浄

化槽の使用料の額を次のとおり改定しようとするものである。 

区 分 現 行 改 正 

５人槽 ５,１２０円 ５,９００円 

６人槽 ５,５８０円 ６,４５０円 

７人槽 ６,３１０円 ７,２７０円 

８人槽 ７,１４０円 ８,２４０円 

１０人槽 ８,５１０円 ９,６１０円 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和７年４月１日 

 (2) 経過措置 

   施行日以後の特定地域浄化槽の使用に係る使用料について適用する。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第１２０号 

 

   東広島市自転車駐車場設置及び管理条例の一部改正について 

 

                          （建設部建設管理課）  

 

１ 改正の理由 

  西高屋駅前第１自転車駐車場の移転及び運営方法の見直しを目的として、当該

自転車駐車場の位置を変更し、及び使用料を新たに定めるとともに、一部の自転

車駐車場の使用料の廃止その他所要の規定の整備を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

 (1) 西高屋駅前第１自転車駐車場の移転及び運営方法の見直しを次のとおり行

う。 

ア 位置を次のとおり変更する。（別表第１関係） 

現  行 改  正 

東広島市高屋町中島４５０番地２３ 東広島市高屋町中島４５０番地５ 

イ 使用料を次のとおり定める。 

 (ｱ) 駐車料金（別表第２関係） 

利用車両 利用区分 単 位 料金の額 

自転車 一時利用 １日１回につき １１０円 

原動機付自転車及び

自動二輪車 

一時利用 １日１回につき ２２０円 

   (ｲ) 回数駐車券（第９条関係） 

種  類 金 額 

１１０円券１１枚つづり １,１００円 

２２０円券１１枚つづり ２,２００円 

(2) 次の自転車駐車場の使用料を廃止する。（第４条、別表第２関係） 

  ア 西条駅前第２自転車駐車場 

  イ 西条駅北第２自転車駐車場 

  ウ 寺家駅南自転車駐車場 

  エ 寺家駅北自転車駐車場 

３ 施行期日等   
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(1) 施行期日 

   令和７年４月１日等 

 (2) 経過措置 

ア 施行日以後に申請される利用の登録及び一時利用に係る自転車駐車場の駐

車料金について適用する。 

イ 西高屋駅前第１自転車駐車場に係る回数駐車券の発行その他の当該自転車

駐車場の供用のために必要な行為は、施行日前においても行うことができ

る。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第１２１号 

 

東広島市使用料条例の一部改正について 

 

（教育委員会学校教育部教育総務課）  

 

１ 改正の要旨 

入野小学校屋内運動場、風早小学校屋内運動場及び高屋中学校屋内運動場並び

に西条中学校武道場（柔道・剣道場）に空気調和設備を設置することに伴い、こ

れらの学校施設に係る使用料を次のとおり定めようとするものである。 

施 設 名 学校名 使用時間 使用料 

学校屋内運動場 入野小学校 １時間につき ２,８００円 

風早小学校 １時間につき １,０００円 

高屋中学校 １時間につき １,７００円 

武道場（柔道・剣道場） 西条中学校 １時間につき ３００円 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和７年１月１日等 

 (2) 経過措置 

   施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収は、同日前においても行う

ことができる。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第１２２号 

 

   東広島市市民体育施設設置及び管理条例の一部改正について 

 

                 （教育委員会生涯学習部スポーツ振興課）  

 

１ 改正の理由 

  東広島市市民体育施設における使用料の徴収の時期に関する特例を定め、並び

に西志和市民体育館及び東志和市民体育館を新たに設置し、並びにこれらの体育

館の使用料等を定めるとともに、安宿区民プールを廃止しようとするものであ

る。 

２ 改正の内容 

(1) 使用者がその使用料を口座振替の方法により納付する場合は、当該使用料を

その使用後に徴収することができる。（第１１条関係） 

(2) 西志和市民体育館及び東志和市民体育館を新たに設置するとともにこれらの

体育館の使用料等を次のとおり定める。 

ア 施設の名称及び位置（別表第１関係） 

名 称 位  置 

西志和市民体育館 東広島市志和町七条椛坂１６７０番地 

東志和市民体育館 東広島市志和町志和東３９７９番地 

イ 開館時間及び休館日（別表第２関係） 

開館時間 休  館  日 

午前９時から午後１０時

まで 

１月１日から１月５日まで及び１２月２８日

から１２月３１日まで 

ウ 使用料（別表第４関係） 

(ｱ) 西志和市民体育館 

区分 単 位 使用料 照明料 

全面 １時間につき ４１０円 ２００円 

半面 １時間につき ２００円 １００円 

(ｲ) 東志和市民体育館 

区分 単 位 使用料 照明料 

全面 １時間につき ２００円 ２００円 

(3) 安宿区民プールを廃止する。（別表第１、別表第３、別表第４関係） 
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３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

   令和７年４月１日等 

(2) 経過措置 

   西志和市民体育館及び東志和市民体育館に係る使用の許可及び使用料の徴収

並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うこと

ができる。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第１２３号 

 

   東広島市駐車場条例の廃止等について 

 

                          （建設部建設管理課）  

 

１ 改正の理由 

  路外駐車場及び東広島駅前広場自家用車駐車場を民間事業者に貸し付け、当該

民間事業者に管理及び運営をさせることを目的として、これらの駐車場を廃止す

るとともに、指定管理者にその管理を行わせることができる駅前広場の交通施設

の範囲の拡大その他所要の規定の整備を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

 (1) 次の路外駐車場を廃止する。（第１条関係） 

  ア 東広島駅前駐車場 

  イ 西条駅前駐車場 

  ウ 西条駅北駐車場 

  エ 西条岡町駐車場 

  オ 西条昭和町駐車場 

  カ 八本松駅前駐車場 

  キ 入野駅前駐車場 

  ク 安芸津駅前北駐車場 

  ケ 安芸津駅前南駐車場 

 (2) 東広島駅前広場自家用車駐車場を廃止する。（第２条関係） 

 (3) 次の駅前広場に設置された交通施設の管理を指定管理者に行わせることがで

きることとする。（第２条関係） 

  ア 西条駅前南口広場 

  イ 西条駅前北口広場 

  ウ 寺家駅前南口広場 

  エ 寺家駅前北口広場 

  オ 八本松駅前広場 
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  カ 西高屋駅前広場 

  キ 白市駅前広場 

  ク 入野駅前広場 

  ケ 安芸津駅前広場 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   令和８年６月３０日までの間において規則で定める日 

 (2) 経過措置 

  ア 東広島市駐車場条例の廃止に伴う経過措置 

   (ｱ) 廃止前の東広島市駐車場条例（以下「旧駐車場条例」という。）の規定

    に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の

    例による。 

   (ｲ) 旧駐車場条例の規定により発行された回数整理券は、この条例の施行の

    日に、その効力を失う。 

   (ｳ) この条例の施行前にした行為により生じた路外駐車場の施設及びその附

    属設備を原状に回復し、又はその損害を賠償する義務については、なお従

    前の例による。 

  イ 東広島市駅前広場交通施設管理条例の一部改正に伴う経過措置 

   (ｱ) 改正前の東広島市駅前広場交通施設管理条例の規定に基づき納付し、又

    は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。 

   (ｲ) この条例の施行前にした行為により生じた東広島駅前広場の自家用車駐

    車場及びその附属設備を原状に回復し、又はその損害を賠償する義務につ

    いては、なお従前の例による。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ
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を定めなければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があ

ると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該

普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定

管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び

業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 



 


